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衆
議
院
議
員
鈴
木
貴
子
君
提
出
安
倍
晋
三
内
閣
に
お
け
る
在
勤
基
本
手
当
に
係
る
改
革
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁

書

一
に
つ
い
て

在
勤
基
本
手
当
の
予
算
額
は
、
平
成
二
十
四
年
度
が
百
五
十
七
億
二
千
七
百
二
十
九
万
三
千
円
及
び
平
成
二
十
五
年
度
が

百
五
十
五
億
千
三
百
八
十
万
六
千
円
で
あ
る
。

ま
た
、各
年
度
に
お
け
る
当
該
手
当
の
予
算
額
を
そ
の
支
給
対
象
と
な
る
在
外
職
員
の
人
数
で
除
し
た
金
額
に
つ
い
て
は
、

詳
細
な
調
査
を
要
す
る
た
め
、
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
が
、
各
年
度
に
お
け
る
当
該
手
当
の
予
算
額
を
在
外
職
員

の
人
数
（
当
該
年
度
の
在
外
公
館
の
職
員
定
員
か
ら
在
外
研
修
員
等
の
定
員
を
除
い
た
人
数
）
で
除
し
た
場
合
の
一
人
当
た

り
月
額
は
、
平
成
十
六
年
度
が
約
三
十
九
万
千
円
、
平
成
十
七
年
度
が
約
三
十
九
万
三
千
円
、
平
成
十
八
年
度
が
約
四
十
万

七
千
円
、
平
成
十
九
年
度
が
約
四
十
一
万
六
千
円
、
平
成
二
十
年
度
が
約
四
十
五
万
三
千
円
、
平
成
二
十
一
年
度
が
約
四
十

三
万
五
千
円
、
平
成
二
十
二
年
度
が
約
三
十
九
万
八
千
円
、
平
成
二
十
三
年
度
が
約
三
十
九
万
七
千
円
、
平
成
二
十
四
年
度

が
約
三
十
八
万
八
千
円
及
び
平
成
二
十
五
年
度
が
約
三
十
八
万
八
千
円
で
あ
る
。

二
、
三
及
び
十
に
つ
い
て

一



在
外
職
員
が
在
外
公
館
に
お
い
て
勤
務
す
る
の
に
必
要
な
衣
食
等
の
経
費
に
充
当
す
る
た
め
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
あ
る

在
勤
基
本
手
当
に
つ
い
て
は
、
「
在
勤
手
当
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
」
で
の
検
証
結
果
を
踏
ま
え
つ
つ
、
在
勤
手
当
の
支
給

水
準
の
客
観
性
を
向
上
さ
せ
る
た
め
、
外
務
人
事
審
議
会
に
よ
る
勧
告
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
意
義
や
必
要
性
に
照
ら
し
て
、

必
要
と
さ
れ
る
経
費
に
つ
い
て
十
分
に
精
査
を
行
い
、
適
正
な
額
を
定
め
て
き
て
お
り
、
厳
し
い
財
政
状
況
に
鑑
み
、
今
後

と
も
適
正
な
額
と
な
る
よ
う
努
め
て
い
く
考
え
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

在
勤
手
当
は
、
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
九
条
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
り
、
課
税
の
対
象
と

な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
取
扱
い
は
法
令
の
規
定
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
妥
当
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。

五
及
び
七
に
つ
い
て

個
々
の
職
員
の
消
費
、
貯
蓄
等
の
状
況
に
つ
い
て
把
握
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
状
況
に
つ
い
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で

あ
る
が
、
在
勤
手
当
は
、
在
外
公
館
の
名
称
及
び
位
置
並
び
に
在
外
公
館
に
勤
務
す
る
外
務
公
務
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
九
十
三
号
）
に
基
づ
き
、
在
外
職
員
が
在
外
公
館
に
お
い
て
勤
務
す
る
の
に
必
要
な
経
費
に
充
当

す
る
た
め
に
支
給
さ
れ
る
手
当
と
し
て
、
在
外
公
館
の
所
在
地
に
お
け
る
物
価
、
為
替
相
場
、
生
活
水
準
等
を
勘
案
し
て
、

二



適
正
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

政
府
と
し
て
、
御
指
摘
の
著
書
が
出
版
さ
れ
た
事
実
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た
め
の
消
費
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法

律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
八
号
）
及
び
社
会
保
障
の
安
定
財
源
の
確
保
等
を
図
る
税
制
の
抜
本
的
な
改
革
を
行
う
た

め
の
地
方
税
法
及
び
地
方
交
付
税
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
九
号
）
の
規
定
に
よ
る
消
費

税
率
（
国
・
地
方
）
の
引
上
げ
は
、
社
会
保
障
と
税
の
一
体
改
革
の
一
環
と
し
て
、
社
会
保
障
の
安
定
財
源
確
保
と
財
政
健

全
化
を
同
時
に
達
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
観
点
か
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
消
費
税
率
（
国
・
地
方
）
が
引
き
上
げ
ら
れ

た
場
合
に
お
い
て
増
加
す
る
消
費
税
の
収
入
及
び
地
方
消
費
税
の
収
入
の
合
計
額
は
全
て
社
会
保
障
の
充
実
・
安
定
化
に
向

け
ら
れ
、
国
民
に
還
元
さ
れ
る
。
社
会
保
障
の
充
実
・
安
定
化
に
向
け
た
社
会
保
障
制
度
改
革
の
措
置
内
容
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
十
五
年
十
二
月
五
日
に
成
立
し
た
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
の
確
立
を
図
る
た
め
の
改
革
の
推
進
に
関
す
る
法
律

に
の
っ
と
っ
て
、
今
後
、
具
体
化
を
進
め
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
消
費
税
率
及
び
地
方
消
費
税
率
の
引
上
げ
と
そ

三



れ
に
伴
う
対
応
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
五
年
十
月
一
日
閣
議
決
定
。
以
下
「
閣
議
決
定
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
消
費

税
率
（
国
・
地
方
）
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
へ
の
引
上
げ
の
確
認
と
同
時
に
策
定
し
た
「
経
済
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
」
で
は
、
個
人

の
負
担
軽
減
策
と
し
て
、
簡
素
な
給
付
措
置
、
住
宅
ロ
ー
ン
減
税
の
拡
充
措
置
な
ど
を
盛
り
込
ん
で
お
り
、
国
民
生
活
に
も

十
分
に
配
慮
し
て
い
る
。
お
尋
ね
の
「
負
担
増
」
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
消
費
税
率
（
国
・
地
方
）
の

引
上
げ
の
国
民
生
活
へ
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
負
担
面
に
加
え
て
こ
の
よ
う
な
受
益
面
も
併
せ
て
総
合
的
に
検
討
す
べ
き
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
「
負
担
増
」
が
「
ど
れ
だ
け
」
か
に
つ
い
て
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

九
に
つ
い
て

安
倍
内
閣
と
し
て
は
、
閣
議
決
定
に
お
い
て
、
「
各
分
野
の
歳
出
に
お
い
て
無
駄
が
あ
っ
た
り
、
優
先
順
位
の
低
い
も
の

に
予
算
措
置
が
行
わ
れ
て
い
る
と
い
っ
た
批
判
を
招
く
こ
と
が
な
い
よ
う
、
政
府
全
体
と
し
て
取
り
組
む
」
こ
と
と
し
て
お

り
、
行
政
改
革
推
進
会
議
に
お
け
る
議
論
を
踏
ま
え
、
無
駄
の
撲
滅
、
特
別
会
計
改
革
及
び
独
立
行
政
法
人
改
革
を
中
心
に

取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

四


